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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フィルム
を覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、両側縁が溶断されてなる台紙であって
、該台紙の裏面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面
に、溶着阻害剥離ニスを塗布することによって、裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラ
ップが強く溶着することがなく剥がして反転可能とされてなる台紙において、該フラップ
には、外表面から視認可能な文字及び／又は模様が施されているとともに、内側面から視
認可能な文字及び／又は模様を施してなり、かつ、台紙の表面に、周縁にフランジを有す
るブリスター部が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルムに接着されてなることを
特徴とするブリスター包装材。
【請求項２】
　台紙が表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フ
ィルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、表面側の合成樹脂フィルムと裏
面側の合成樹脂フィルムの間に合成樹脂シート又は合成紙の芯材を有し、上部にヘッダー
部を有する台紙である請求項１記載のブリスター包装材。
【請求項３】
　芯材を覆って台紙の表裏両面を構成する合成樹脂フィルムにおいて、フラップにより覆
われる部分を含む表裏両面に視認可能な文字及び／又は模様を施すとともに、フラップの
両縁を外すことにより、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルム面からフラップの内側面
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にかけて視認可能な文字及び／又は模様が施された商品説明書用印刷面とする請求項２記
載のブリスター包装材。
【請求項４】
　芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが、１
枚の連続するフィルムからなる請求項２又は請求項３記載のブリスター包装材。
【請求項５】
　フラップを形成する合成樹脂フィルムが透明フィルムであり、フラップに対して施され
る視認可能な文字及び／又は模様が、文字及び／又は模様、隠蔽性のベタ印刷、文字及び
／又は模様がこの順に印刷されてなる請求項１ないし請求項４のいずれか１項に記載のブ
リスター包装材。
【請求項６】
　台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接
触面において、フラップの上縁より５～２０ｍｍ下方から下縁まで、溶着阻害剥離ニスが
塗布されてなる請求項１ないし請求項５のいずれか１項に記載のブリスター包装材。
【請求項７】
　表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フィルム
を覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、両側縁が溶断されてなる台紙であって
、該台紙の裏面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面
に、溶着阻害剥離ニスが塗布することによって、裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラ
ップが強く溶着することがなく剥がして反転可能とされてなる台紙を形成し、該台紙の裏
面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面に、剥離可能
な感熱接着剤が塗布されてなる台紙の両側縁が溶断されてなり、該フラップには、外表面
から視認可能な文字及び／又は模様が施されているとともに、内側面から視認可能な文字
及び／又は模様を施してなり、かつ、台紙の表面に、周縁にフランジを有するブリスター
部が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルムに接着されてなることを特徴とするブ
リスター包装材。
【請求項８】
　台紙が表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フ
ィルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、表面側の合成樹脂フィルムと裏
面側の合成樹脂フィルムの間に合成樹脂シート又は合成紙の芯材を有し、上部にヘッダー
部を有する台紙である請求項７記載のブリスター包装材。
【請求項９】
　周縁にフランジを有するブリスター部が、熱溶着、超音波溶着又は高周波溶着により表
面側の合成樹脂フィルムに接着されてなる請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載
のブリスター包装材。
【請求項１０】
　周縁にフランジを有するブリスター部が、インパルスシーラーを用いて表面側の合成樹
脂フィルムに熱溶着されてなる請求項９記載のブリスター包装材。
【請求項１１】
　ブリスター部が、フランジの周縁において、表面側の合成樹脂フィルムに断続的に部分
接着されてなる請求項９又は請求項１０記載のブリスター包装材。
【請求項１２】
　合成樹脂フィルムの外面にブリスター部と同一の材質のフィルムが積層され、合成樹脂
フィルムの内面が芯材に感圧接着剤により接着されてなる請求項２又は請求項７記載のブ
リスター包装材。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブリスター包装材に関する。さらに詳しくは、本発明は、商品説明書をブリ
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スター包装材に直接印刷し、商品説明書を別に添付する必要がなく、商品説明書を紛失す
るおそれもない、合理的かつ経済的に製造することができるブリスター包装材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　小型の電気電子部品などは、ヘッダー部の付いたブリスター包装材に収納されて店頭に
吊下展示される場合が多い。電気電子部品などには、商品説明書などの添付が必要であり
、商品説明書などの収納部を備えたブリスター包装材が使用されている。
　図１２は、従来のブリスター包装材の一例の正面図及びＣ－Ｃ線断面図である。本例の
ブリスター包装材は、上部に吊下孔２８を備えたヘッダー部２９を有し、１枚の折り回さ
れた合成樹脂フィルムにより、袋体の裏面３０、袋体の表面３１及び封口片３２が形成さ
れている。袋体の表面に商品３３を収納したブリスター部３４が、そのフランジ３５によ
り接着されている。袋体の内部には商品説明書３６が収納され、封口片３２に設けられた
剥離フィルム３７を剥がして、粘着剤層３８により袋体の裏面に封口片を接着することに
よって封止される。
　この例のブリスター包装材は、店頭に見映えよく展示することができ、小型の電気電子
部品などに商品説明書を添付して、消費者に販売することができる。しかし、袋体の内部
に商品説明書を入れ、封口片の剥離フィルムを剥がして粘着剤層により封口片を袋体の裏
面に接着するのは手間のかかる作業である。また、小型の電気電子部品に添付して袋体に
収納される商品説明書も小型のパンフレットなどにならざるを得ず、商品を購入した消費
者が商品説明書を紛失することも起こりがちであった。このために、小型の電気電子部品
などをより合理的に収納することができるブリスター包装材が求められていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、商品説明書をブリスター包装材に直接印刷し、商品説明書を別に添付する必
要がなく、商品説明書を紛失するおそれもない、合理的かつ経済的に製造することができ
るブリスター包装材を提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ブリスター包装材の台
紙にフラップを設け、フラップに外表面から視認可能な文字及び／又は模様と、内側面か
ら視認可能な文字及び／又は模様を印刷することにより、フラップの両面を利用して商品
の説明などに必要なスペースを十分に確保することができ、商品説明書を別に添付する必
要がなく、商品説明書を紛失するおそれもなくなることを見いだし、この知見に基づいて
本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は、
（１）表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フィ
ルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、両側縁が溶断されてなる台紙であ
って、該台紙の裏面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接
触面に、溶着阻害剥離ニスを塗布することによって、裏面を構成する合成樹脂フィルムと
フラップが強く溶着することがなく剥がして反転可能とされてなる台紙において、該フラ
ップには、外表面から視認可能な文字及び／又は模様が施されているとともに、内側面か
ら視認可能な文字及び／又は模様を施してなり、かつ、台紙の表面に、周縁にフランジを
有するブリスター部が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルムに接着されてなるこ
とを特徴とするブリスター包装材、
（２）台紙が表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹
脂フィルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、表面側の合成樹脂フィルム
と裏面側の合成樹脂フィルムの間に合成樹脂シート又は合成紙の芯材を有し、上部にヘッ
ダー部を有する台紙である(１)記載のブリスター包装材、
（３）芯材を覆って台紙の表裏両面を構成する合成樹脂フィルムにおいて、フラップによ
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り覆われる部分を含む表裏両面に視認可能な文字及び／又は模様を施すとともに、フラッ
プの両縁を外すことにより、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルム面からフラップの内
側面にかけて視認可能な文字及び／又は模様が施された商品説明書用印刷面とする(２)記
載のブリスター包装材、
（４）芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが
、１枚の連続するフィルムからなる(２)又は(３)記載のブリスター包装材、
（５）フラップを形成する合成樹脂フィルムが透明フィルムであり、フラップに対して施
される視認可能な文字及び／又は模様が、文字及び／又は模様、隠蔽性のベタ印刷、文字
及び／又は模様がこの順に印刷されてなる(１)ないし(４)のいずれか１項に記載のブリス
ター包装材、
（６）台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムと
の接触面において、フラップの上縁より５～２０ｍｍ下方から下縁まで、溶着阻害剥離ニ
スが塗布されてなる(１)ないし(５)のいずれか１項に記載のブリスター包装材、
（７）表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フィ
ルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、両側縁が溶断されてなる台紙であ
って、該台紙の裏面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接
触面に、溶着阻害剥離ニスが塗布することによって、裏面を構成する合成樹脂フィルムと
フラップが強く溶着することがなく剥がして反転可能とされてなる台紙を形成し、該台紙
の裏面側の合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面に、剥離
可能な感熱接着剤が塗布されてなる台紙の両側縁が溶断されてなり、該フラップには、外
表面から視認可能な文字及び／又は模様が施されているとともに、内側面から視認可能な
文字及び／又は模様を施してなり、かつ、台紙の表面に、周縁にフランジを有するブリス
ター部が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルムに接着されてなることを特徴とす
るブリスター包装材、
（８）台紙が表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹
脂フィルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、表面側の合成樹脂フィルム
と裏面側の合成樹脂フィルムの間に合成樹脂シート又は合成紙の芯材を有し、上部にヘッ
ダー部を有する台紙である(７)記載のブリスター包装材、
（９）周縁にフランジを有するブリスター部が、熱溶着、超音波溶着又は高周波溶着によ
り表面側の合成樹脂フィルムに接着されてなる(１)ないし(８)のいずれか１項に記載のブ
リスター包装材、
（１０）周縁にフランジを有するブリスター部が、インパルスシーラーを用いて表面側の
合成樹脂フィルムに熱溶着されてなる(９)記載のブリスター包装材、
（１１）ブリスター部が、フランジの周縁において、表面側の合成樹脂フィルムに断続的
に部分接着されてなる(９)又は(１０)記載のブリスター包装材、及び、
（１２）合成樹脂フィルムの外面にブリスター部と同一の材質のフィルムが積層され、合
成樹脂フィルムの内面が芯材に感圧接着剤により接着されてなる(２)又は(７)記載のブリ
スター包装材、
を提供するものである。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明のブリスター包装材は、包装される商品の使用説明書などをフラップの両面を利
用して印刷することができるので、商品説明書を別に作製して袋体の内部に封入する必要
がなく、コストを大幅に低減することができる。また、商品を購入した消費者も、商品説
明書を紛失して困惑するおそれがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明のブリスター包装材は、表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂フィルム
及び裏面側の合成樹脂フィルムを覆う合成樹脂フィルムからなるフラップを有し、両側縁
が溶断されてなる台紙であって、該フラップには、外表面から視認可能な文字及び／又は
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模様が施されているとともに、内側面から視認可能な文字及び／又は模様を施してなり、
台紙の表面に、周縁にフランジを有するブリスター部が、該フランジにより表面側の合成
樹脂フィルムに接着されてなるブリスター包装材である。
　図１は、本発明のブリスター包装材の一態様の正面図、背面図、Ａ－Ａ線断面図及びフ
ラップを開いた状態を示す背面図である。本態様のブリスター包装材は、表面側の合成樹
脂フィルム４、裏面側の合成樹脂フィルム５及び裏面側の合成樹脂フィルムを覆う合成樹
脂フィルムからなるフラップ７を有する。フラップには、合成樹脂フィルムを通して読み
取る文字及び／又は模様、該文字及び／又は模様を隠蔽する隠蔽性のベタ印刷、直接読み
取る文字及び／又は模様がこの順に印刷されている。表面側の合成樹脂フィルム４、裏面
側の合成樹脂フィルム５及びフラップ７を形成する合成樹脂フィルムは、台紙の両側縁８
において、溶断されている。台紙の表面には、商品９を収納し、周縁にフランジ１０を有
するブリスター部１１が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルム４に接着されてい
る。
　本発明のブリスター包装材においては、表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の合成樹脂
フィルム及びフラップを形成する合成樹脂フィルムを、１枚の連続するフィルムから構成
することができる。図２は、本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。本態
様においては、表面側の合成樹脂フィルム４、裏面側の合成樹脂フィルム５及びフラップ
７を形成する合成樹脂フィルムが、１枚の連続するフィルムから構成されている。表面側
の合成樹脂フィルム４が上縁１２において折り返されて裏面側の合成樹脂フィルム５を構
成し、表面側の合成樹脂フィルム４が下縁６において折り返され、裏面側のフィルム上に
積層されることにより、フラップ７が形成されている。
【０００７】
　本発明のブリスター包装材は、合成樹脂シート又は合成紙を芯材とし、上部にヘッダー
部を有し、芯材の表裏両面が合成樹脂フィルムにより覆われ、芯材の下縁からヘッダー部
近傍に達する合成樹脂フィルムからなるフラップを裏面に有し、両側縁が溶断されてなる
台紙であって、該フラップには、外表面から視認可能な文字及び／又は模様が施されてい
るとともに、内側面から視認可能な文字及び／又は模様を施してなり、台紙の表面に、周
縁にフランジを有するブリスター部が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルムに接
着されてなるブリスター包装材とすることができる。
　図３は、本発明のブリスター包装材の他の態様の正面図、背面図、Ｂ－Ｂ線断面図及び
フラップを開いた状態を示す背面図である。本態様のブリスター包装材の台紙は、合成樹
脂シート又は合成紙を芯材１とし、上部に吊下孔２を設けたヘッダー部３を有する。芯材
の表裏両面が表面側の合成樹脂フィルム４及び裏面側の合成樹脂フィルム５により覆われ
ている。また、芯材の下縁６から、ヘッダー部３の近傍に達する合成樹脂フィルムからな
るフラップ７を裏面に有する。フラップ７には、合成樹脂フィルムを通して読み取る文字
及び／又は模様、該文字及び／又は模様を隠蔽する隠蔽性のベタ印刷、直接読み取る文字
及び／又は模様がこの順に印刷されている。表面側の合成樹脂フィルム４、芯材１の合成
樹脂シート又は合成紙、裏面側の合成樹脂フィルム５及びフラップ７を形成する合成樹脂
フィルムは、台紙の両側縁８において、溶断されている。台紙の表面には、商品９を収納
し、周縁にフランジ１０を有するブリスター部１１が、該フランジにより表面側の合成樹
脂フィルム４に接着されている。
【０００８】
　本発明のブリスター包装材は、芯材を覆って台紙の表裏両面を構成する合成樹脂フィル
ムにおいて、フラップにより覆われる部分を含む表裏両面に視認可能な文字及び／又は模
様を施すとともに、フラップの両縁を外すことにより、台紙の裏面を構成する合成樹脂フ
ィルム面からフラップの内側面にかけて視認可能な文字及び／又は模様が施された商品説
明書用印刷面とすることができる。
　本発明のブリスター包装材は、表面側の合成樹脂フィルム４、裏面側の合成樹脂フィル
ム５及びフラップ７の両面を印刷面とすることができ、フラップ７は、その両面から読み
取る印刷面とすることができる。例えば、表面側の合成樹脂フィルムには、商品名、メー
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カー名などを印刷し、フラップ７の内面には、透明な合成樹脂フィルムを通して読み取る
電気電子部品などの仕様などを印刷し、その上に隠蔽性のベタ印刷を施すことができる。
隠蔽性のベタ印刷に特に制限はなく、例えば、白ベタ印刷１回、白ベタ印刷２回、白ベタ
印刷、銀ベタ印刷及び白ベタ印刷をこの順に各１回ずつなどとし、最初に印刷された文字
及び／又は模様が隠蔽されるように、適宜選択することができる。裏面側の合成樹脂フィ
ルム５とフラップ７の隠蔽性のべタ印刷の上には、商品説明書を印刷することができる。
表面側の合成樹脂フィルム及び裏面側の合成樹脂フィルムに印刷する代わりに、芯材とな
る合成樹脂シート又は合成紙に印刷を施し、合成樹脂フィルムを通して読み取ることもで
きる。
　本発明のブリスター包装材に包装された商品を購入した消費者が、溶断され、溶着して
いるフラップ７の両側縁を外して、図３の右端に示すようにフラップを反転させると、台
紙の裏面側の合成樹脂フィルム５とフラップ７の内側面がつながった広い面積が確保され
、この広い面積に印刷された商品説明書を読み取ることができる。したがって、商品説明
書として別に小冊子を作製し、手間をかけて袋体に封入する必要がなく、消費者が商品説
明書を紛失して困惑する事態が生ずるおそれもない。
【０００９】
　本発明のブリスター包装材においては、芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラ
ップを形成する合成樹脂フィルムを、１枚の連続するフィルムから構成することができる
。図４は、本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。本態様においては、芯
材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが、１枚の
連続するフィルムから構成されている。芯材１の合成樹脂シート又は合成紙より合成樹脂
フィルムの方が長く、芯材の下縁６と合成樹脂フィルムの一方の縁が合わされ、積層され
て裏面側の合成樹脂フィルム５が形成され、芯材の上縁１２において合成樹脂フィルムが
折り返され、表面側の合成樹脂フィルム４が形成され、さらに芯材の下縁６において、合
成樹脂フィルムが芯材を巻いて、裏面側の合成樹脂フィルムと重なるように折り返されて
、フラップ７が形成されている。
　図５は、本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。本態様においては、芯
材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが、１枚の
連続するフィルムから構成されている。芯材１の合成樹脂シート又は合成紙より合成樹脂
フィルムの方が長く、芯材の下縁６と合成樹脂フィルムの一方の縁が合わされ、積層され
て表面側の合成樹脂フィルム４が形成され、芯材の上縁１２において合成樹脂フィルムが
折り返され、裏面側の合成樹脂フィルム５が形成され、さらに芯材の下縁６において、裏
面側の合成樹脂フィルムと重なるように折り返されて、フラップ７が形成されている。
【００１０】
　本発明のブリスター包装材においては、芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラ
ップを形成する合成樹脂フィルムを、１枚の連続するフィルムから構成することが好まし
い。芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムを、
１枚の連続するフィルムから構成することにより、表面側の合成樹脂フィルム、裏面側の
合成樹脂フィルム及びフラップを形成する合成樹脂フィルムの印刷を、透明な長尺の合成
樹脂フィルムを用いて同時に行うことができ、それぞれの合成樹脂フィルムの印刷の位置
合わせをする必要性が解消される。
　芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムを１枚
の連続するフィルムから構成する態様のうち、図５に示す態様よりも図４に示す態様の方
が好ましい。表面側の合成樹脂フィルム、芯材、裏面側の合成樹脂フィルム及びフラップ
を形成する合成樹脂フィルムを別々にすると、芯材の上縁及び下縁において、合成樹脂フ
ィルムと芯材とを熱溶着などにより接着する必要が生ずる場合があり、図５に示す態様に
おいても、芯材の下縁において熱溶着などにより芯材とフィルムを接着する必要が生ずる
場合がある。しかし、図２示す態様においては、芯材の上縁及び下縁において芯材と合成
樹脂フィルムを接着する必要がなく、両側縁の溶断による溶着のみで台紙を形成すること
ができる。また、図４に示す態様においては、芯材の上縁及び下縁において、芯材及び合
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成樹脂フィルムの縁が露出することがないので、美観に優れた台紙とすることができる。
【００１１】
　図６は、本発明のブリスター包装材の製造方法の一態様の説明図である。本図は、長尺
の合成樹脂シート若しくは合成紙及び長尺の合成樹脂フィルムの断面を表す。印刷された
長尺の合成樹脂フィルム１３のブリスター包装材の裏面側の合成樹脂フィルムとなる部分
の縁と芯材１となる合成樹脂シート又は合成紙の下縁となる縁を合わせて重ね合わせる。
次いで、芯材の上縁となる長尺の合成樹脂シート又は合成紙の縁において半折し、裏面側
の合成樹脂フィルム５を形成する。さらに、芯材の下縁となる長尺の合成樹脂シート又は
合成紙の縁において、合成樹脂フィルムを芯材を巻くように折り返し、表面側の合成樹脂
フィルム４とフラップ７を形成する。この状態で、商品が収納されたフランジを有するブ
リスター部と重ね合わせ、フランジにおいてブリスター部と表面側の合成樹脂フィルムと
を接着し、ヘッダー部に吊下孔を穿孔し、ブリスター包装材の両側縁において溶断するこ
とにより、商品が収納された本発明のブリスター包装材を完成することができる。ヘッダ
ー部の穿孔は、裏面となる合成樹脂フィルム５を形成したのちの任意の段階で行うことが
できる。
【００１２】
　図７は、本発明のブリスター包装材の製造方法の他の態様の説明図である。本図は、長
尺の合成樹脂シート若しくは合成紙及び長尺の合成樹脂フィルムの断面を表す。印刷され
た長尺の合成樹脂フィルム１３のブリスター包装材の表面側の合成樹脂フィルムとなる部
分に芯材１となる合成樹脂シート又は合成紙を重ね合わせる。次いで、芯材の上縁となる
長尺の合成樹脂シート又は合成紙の縁において合成樹脂フィルムを半折し、裏面側の合成
樹脂フィルム５を形成する。さらに、芯材の下縁となる長尺の合成樹脂シート又は合成紙
の縁において、合成樹脂フィルムを芯材を巻くように折り返し、表面側の合成樹脂フィル
ム４とフラップ７を形成する。この状態で、商品が収納されたフランジを有するブリスタ
ー部と重ね合わせ、フランジにおいてブリスター部と表面側の合成樹脂フィルムとを接着
し、ヘッダー部に吊下孔を穿孔し、ブリスター包装材の両側縁において溶断することによ
り、商品が収納された本発明のブリスター包装材を完成することができる。ヘッダー部の
穿孔は、裏面となる合成樹脂フィルム５を形成したのちの任意の段階で行うことができる
。
【００１３】
　本発明に用いる合成樹脂シート、合成紙及び合成樹脂フィルムの材質に特に制限はなく
、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリアミドなどを挙げること
ができる。本発明においては、合成樹脂シート若しくは合成紙と合成樹脂フィルムの材質
が同じであることが好ましい。同じ材質の合成樹脂シート若しくは合成紙と合成樹脂フィ
ルムを用いることにより、両側縁の溶断に際して良好な状態の溶着を形成することができ
る。
　本発明に用いる合成樹脂シート又は合成紙の厚さに特に制限はないが、１００～１,０
００μｍであることが好ましく、１５０～５００μｍであることがより好ましい。本発明
に用いる合成樹脂フィルムの厚さに特に制限はないが、１０～１００μｍであることが好
ましく、３０～８０μｍであることがより好ましい。
　本発明において、ブリスター部を構成する合成樹脂シートは、透明な熱可塑性樹脂シー
トを特に制限なく使用することができ、例えば、ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂などの
シートを挙げることができる。周縁にフランジを有するブリスター部は、透明な熱可塑性
樹脂シートの真空成形、圧空成形、圧縮成形などにより成形することができる。ブリスタ
ー部を構成する合成樹脂シートの厚さに特に制限はないが、８０～５００μｍであること
が好ましく、１００～３００μｍであることがより好ましい。
　本発明のブリスター包装材においては、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラ
ップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面に、溶着阻害剥離ニスを塗布することができ
る。図８は、本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。本態様においては、
芯材の表裏両面を覆う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが、１枚
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の連続するフィルムから構成され、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラップを
形成する合成樹脂フィルムとの接触面に、溶着阻害剥離ニスが塗布されている。芯材１の
合成樹脂シート又は合成紙より合成樹脂フィルムの方が長く、芯材の下縁６と合成樹脂フ
ィルムの一方の縁が合わされ、積層されて裏面側の合成樹脂フィルム５が形成され、芯材
の上縁１２において合成樹脂フィルムが折り返され、表面側の合成樹脂フィルム４が形成
され、さらに芯材の下縁６において、合成樹脂フィルムが芯材を巻いて、裏面側の合成樹
脂フィルムと重なるように折り返されて、フラップ７が形成されている。台紙の裏面を構
成する合成樹脂フィルム５とフラップ７を形成する合成樹脂フィルムとの接触面に溶着阻
害剥離ニスが塗布され、溶着阻害剥離ニス層１４が形成されている。台紙の裏面を構成す
る合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面に溶着阻害剥離ニ
ス層を形成することにより、ブリスター包装材を両側縁で溶断したとき、両側縁において
台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムとが強く
溶着することがなく、容易にフラップを剥がして反転させることができる。
【００１４】
　本発明のブリスター包装材においては、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラ
ップを形成する合成樹脂フィルムとの接触面において、フラップの上縁より５～２０ｍｍ
下方から下縁まで、溶着阻害剥離ニスが塗布されてなることが好ましい。図９は、本発明
のブリスター包装材の他の態様の断面図である。本態様においては、芯材の表裏両面を覆
う合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フィルムが、１枚の連続するフィルム
から構成され、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラップを形成する合成樹脂フ
ィルムとの接触面において、フラップの上縁より５～２０ｍｍ下方から下縁まで、溶着阻
害剥離ニスが塗布されている。
　芯材１の合成樹脂シート又は合成紙より合成樹脂フィルムの方が長く、芯材の下縁６と
合成樹脂フィルムの一方の縁が合わされ、積層されて裏面側の合成樹脂フィルム５が形成
され、芯材の上縁１２において合成樹脂フィルムが折り返され、表面側の合成樹脂フィル
ム４が形成され、さらに芯材の下縁６において、合成樹脂フィルムが芯材を巻いて、裏面
側の合成樹脂フィルムと重なるように折り返されて、フラップ７が形成されている。台紙
の裏面を構成する合成樹脂フィルム５とフラップ７を形成する合成樹脂フィルムとの接触
面において、フラップの上縁１５より５～２０ｍｍ下方から下縁６まで溶着阻害ニスが塗
布され、溶着阻害剥離ニス層１６が形成されている。すなわち、溶着阻害剥離ニス層の上
縁１７と、フラップの上縁１５の間に、幅ａの溶着阻害剥離ニスが塗布されていない部分
が存在する。幅ａは、５～２０ｍｍであることが好ましく、７～１５ｍｍであることがよ
り好ましい。幅ａの溶着阻害剥離ニスが塗布されていない部分を設けることにより、ブリ
スター包装材を両側縁で溶断したとき、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルムとフラッ
プを形成する合成樹脂フィルムとがこの部分においてのみ強く溶着されるので、取り扱い
中や輸送中などにおいて、フラップが誤って外れる事故を防止することができる。幅ａが
５ｍｍ未満であると、フラップが外れる事故を防止する効果が十分に発現しないおそれが
ある。幅ａが２０ｍｍを超えると、消費者がフラップを剥がす作業が困難となるおそれが
ある。図９に示す態様のブリスター包装材においては、溶着阻害剥離ニスを塗布するフィ
ルムに特に制限はなく、台紙の裏面を構成する合成樹脂フィルム又はフラップを形成する
合成樹脂フィルムのいずれに塗布することもできる。
【００１５】
　本発明のブリスター包装材においては、フラップを、台紙の裏面を構成する合成樹脂フ
ィルム面に、剥離可能な感熱接着剤で貼着することができる。フラップを台紙の裏面に剥
離可能な感熱接着剤で貼着することにより、流通経路において、フラップと台紙の裏面と
の間への塵埃などの侵入を防ぎ、商品を購入した消費者は、フラップを台紙の裏面から剥
がして、台紙の裏面からフラップの内側面に連続して印刷されている商品説明書を読み取
ることができる。使用する感熱接着剤に特に制限はなく、例えば、エチレン－酢酸ビニル
共重合体、ポリアミド、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルブチラールなどを
挙げることができる。
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　本発明のブリスター包装材において、ブリスター部をそのフランジにより表面側の合成
樹脂フィルムに接着する方法に特に制限はなく、例えば、感圧接着剤、感熱接着剤などの
接着剤を用いる接着、ステープラーを用いる機械的な接着、熱溶着、超音波溶着、高周波
溶着などを挙げることができる。これらの中で、熱溶着、超音波溶着及び高周波溶着は、
自動化が容易であり、短時間に接着作業を完了することができ、仕上がりが美麗なので、
好適に用いることができる。本発明において、熱溶着に用いるシール機に特に制限はなく
、例えば、熱板シーラー、バンドシーラー、インパルスシーラーなどを挙げることができ
る。これらの中で、インパルスシーラーを特に好適に用いることができる。インパルスシ
ーラーは、ヒーターに瞬間的に大電流を流して加熱し、接着部を加圧した状態で短時間の
熱伝導により溶着し、冷却、固化するまで加圧を続けるので、美麗で強力な接着部を形成
することができる。
【００１６】
　本発明のブリスター包装材においては、ブリスター部が、フランジの周縁において、表
面側の合成樹脂フィルムに断続的に部分接着されてなることが好ましい。図１０は、本発
明のブリスター包装材の他の２態様の正面図である。本態様のブリスター包装材は、上部
に吊下孔１８を設けたヘッダー部１９を有し、芯材の表面が表面側の合成樹脂フィルム２
０に覆われている。芯材の裏面は、裏面側の合成樹脂フィルム（図示しない。）により覆
われ、下縁２１からヘッダー部の近傍に達するフラップ（図示しない。）を有する。表面
側の合成樹脂フィルム２０、芯材の合成樹脂シート又は合成紙、裏面側の合成樹脂フィル
ム及びフラップを形成する合成樹脂フィルムは、台紙の両側縁２２において、溶断されて
いる。台紙の表面には、商品２３を収納し、周縁にフランジ２４を有するブリスター部２
５が、該フランジにより表面側の合成樹脂フィルム２０に断続的に部分接着されている。
左方に示す態様においては、１個の商品を収納したブリスター部２５が、フランジ２４の
周縁において、８個の円形の接着部２６により、表面側の合成樹脂フィルム２０に接着さ
れている。右方に示す態様においては、２個の商品を収納したブリスター部２５が、フラ
ンジ２４の周縁において、１０個の長方形の接着部２７により、表面側の合成樹脂フィル
ム２０に接着されている。ブリスター部をフランジの周縁において表面側の合成樹脂フィ
ルムに断続的に部分接着することにより、連続的に接着する場合に比べて、ブリスター部
を表面側の合成樹脂フィルムから取り外して商品を取り出す作業が容易になるのみならず
、ブリスター部と表面側の合成樹脂フィルムの変形を最小限に抑えて、美麗なブリスター
包装体とすることができる。
【００１７】
　本発明のブリスター包装材は、合成樹脂フィルムの外面にブリスター部と同一の材質の
フィルムが積層され、合成樹脂フィルムの内面が芯材に感圧接着剤により接着されてなる
ブリスター包装材とすることができる。図１１は、本発明のブリスター包装材の他の態様
の断面図である。本態様のブリスター包装材においては、表面側の合成樹脂フィルム４、
裏面側の合成樹脂フィルム５及びフラップ７の外面に、すべてブリスター部１１と同一の
材質のフィルム３９が積層され、表面側の合成樹脂フィルムが感圧接着剤４０により芯材
１に接着されている。裏面側の合成樹脂フィルムのフラップと重なり合う部分には、溶着
阻害剥離ニス層４１が設けられている。表面側の合成樹脂フィルムの外面にブリスター部
と同一の材質のフィルムを積層することにより、ブリスター部のフランジにおいて、熱溶
着、超音波溶着、高周波溶着などにより、ブリスター部を表面側の合成樹脂フィルムに安
定して強固に接着することができる。ブリスター部を合成樹脂フィルムに熱溶着、超音波
溶着、高周波溶着などにより接着すると、接着部にシワが発生しやすくなるが、合成樹脂
フィルムの内面を感圧接着剤で芯材に接着することにより、シワの発生を防止することが
できる。
　本態様のブリスター包装材において、ブリスター部及びそれと同一の材質のフィルムと
しては、例えば、ポリプロピレンシートからなるブリスター部と無延伸ポリプロピレンフ
ィルムの組み合わせなどを挙げることができる。ブリスター部と合成樹脂フィルムとを接
着するためには、ブリスター部と同一の材質のフィルムは、表面側の合成樹脂フィルムの
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みに積層されていれば目的は達せられるが、多くの場合は表面側の合成樹脂フィルム、裏
面側の合成樹脂フィルム及びフラップのすべてがブリスター部と同一の材質のフィルムで
積層されている合成樹脂フィルムを原材料として用いる方が合理的かつ経済的に本態様の
ブリスター包装材を製造することができる。合成樹脂フィルムにブリスター部と同一の材
質のフィルムを積層する方法に特に制限はなく、例えば、ドライラミネーション、押出ラ
ミネーションなどを挙げることができる。
　図１に示す態様のブリスター包装材において、合成樹脂フィルムの内面と芯材を感圧接
着剤により接着する方法に特に制限はなく、例えば、芯材の表面に感圧接着剤を塗布した
のち、合成樹脂フィルムの内面と接着することができる。感圧接着剤の塗布パターンに特
に制限はなく、例えば、亀甲模様、縞模様、全面塗布などを挙げることができる。これら
の中で、亀甲模様塗布を好適に用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　本発明のブリスター包装材は、商品使用説明書をブリスター包装材に直接印刷し、商品
説明書を別に添付する必要がなく、商品説明書を紛失するおそれもなく、合理的かつ経済
的に製造することができ、廃棄物の発生量も減少することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明のブリスター包装材の一態様の正面図、背面図及び断面図である。
【図２】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図３】本発明のブリスター包装材の他の態様の正面図、背面図及び断面図である。
【図４】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図５】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図６】本発明のブリスター包装材の製造方法の一態様の説明図である。
【図７】本発明のブリスター包装材の製造方法の他の態様の説明図である。
【図８】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図９】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図１０】本発明のブリスター包装材の他の２態様の正面図である。
【図１１】本発明のブリスター包装材の他の態様の断面図である。
【図１２】従来のブリスター包装材の一例の正面図及び断面図である。
【符号の説明】
【００２０】
　１　芯材
　２　吊下孔
　３　ヘッダー部
　４　表面側の合成樹脂フィルム
　５　裏面側の合成樹脂フィルム
　６　下縁
　７　フラップ
　８　台紙の側縁
　９　商品
　１０　フランジ
　１１　ブリスター部
　１２　上縁
　１３　長尺の合成樹脂フィルム
　１４　溶着阻害剥離ニス層
　１５　フラップの上縁
　１６　溶着阻害剥離ニス層
　１７　溶着阻害剥離ニス層の上縁
　１８　吊下孔
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　１９　ヘッダー部
　２０　表面側の合成樹脂フィルム
　２１　下縁
　２２　側縁
　２３　商品
　２４　フランジ
　２５　ブリスター部
　２６　接着部
　２７　接着部
　２８　吊下孔
　２９　ヘッダー部
　３０　袋体の裏面
　３１　袋体の表面
　３２　封口片
　３３　商品
　３４　ブリスター部
　３５　フランジ
　３６　商品説明書
　３７　剥離フィルム
　３８　粘着剤層
　３９　ブリスター部と同一の材質のフィルム
　４０　感圧接着剤
　４１　溶着阻害剥離ニス層

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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